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令和７年（2025年）６月10日 

 

 横須賀市議会議長 加 藤 眞 道 様 

 

議会基本条例検証特別委員長 青 木 秀 介 

 

議会基本条例検証特別委員会最終審査報告書 

 

本委員会に付託された付議事件について、本日をもって審査を終

了し、委員会規則第19条の規定により、別冊の議会基本条例検証結

果報告書のとおり報告します。 

 また、検証の結果、下記のとおり決定しましたので、あわせて報

告します。 

記 

 

１ 以下の条例及び要綱を別紙１のとおり改正する。 

（１）横須賀市議会基本条例 

（２）横須賀市議会委員会条例 

（３）横須賀市議会通年議会実施要綱 

（４）横須賀市議会予算決算常任委員会運営要綱 

 

２ 以下について、今後の運用の変更やさらなる取組の推進、新た

な仕組みの構築に係る検討が必要な事項として提言する。 

（１）請願及び陳情に関する周知及び意見陳述の在り方について 

市政に関する市民からの直接的な政策提言の手法である請

願及び陳情の仕組みを、さらに市民に周知する方策を検討す

るとともに、制度の趣旨を踏まえた効果的な意見陳述の在り



06-18-32  2 

方を検討されたい。 

（２）議決事件の追加について 

議事機関の機能強化という条文の趣旨を踏まえて、改めて

議決事件として追加すべき案件があるかどうか検討されたい。 

（３）議会基本条例の継続的な検証について 

議員任期中に議会基本条例の検証を行う旨条例に規定され

ることを踏まえて、効果的な検証の仕組みを検討されたい。 
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議会基本条例改正案 

現行 改正案 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章  議会の活動原則（第６条―

第８条） 

第３章  議員の活動原則（第９条―

第11条） 

第４章  市民と議会の関係（第12条

―第15条） 

第５章  議会と市長等との関係（第

16条―第19条） 

第６章  議会の機能強化（第 20条―

第27条） 

第７章  議会改革の推進（第 28条・

第29条） 

第８章  議員の身分及び待遇（第 30

条・第31条） 

第９章  議会局等（第 32条・第 33

条） 

第10章 継続的な検討（第34条） 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 基本原則（第３条―第６条） 

第３章 議会運営等（第７条―第 11

条） 

第４章 市民と議会の関係（第 12 条

―第 15 条） 

第５章  議会と市長等との関係（第

16 条―第 19 条） 

第６章 議会の機能強化及び議会改革

の推進（第 20 条―第 29 条） 

第７章 議員の身分及び待遇（第 30

条・第 31 条） 

第８章  議会局等（第 32 条・第 33

条） 

第９章 継続的な検証（第 34 条） 

（目的） 

第１条 この条例は、二元代表制の

もとでの議会の役割を踏まえつ

つ、議会及び議員の責務、活動原

則その他の議会に関する基本的事

項を定めることにより、公平、公

正で透明な議会運営を図り、もっ

て市民福祉の向上及び公正で民主

的な市政の発展に寄与することを

目的とする。 

（目的） 

第１条 この議会基本条例（以下「こ

の条例」という。）は、二元代表制

のもとでの議会の役割を踏まえつ

つ、議会及び議員の責務、活動原則

その他の議会に関する基本的事項を

定めることにより、公平、公正で透

明な議会運営を図り、もって市民福

祉の向上及び公正で民主的な市政の

発展に寄与することを目的とする。 

（通年議会） 

第４条 （略） 

（通年議会） 

第７条 （略） 

別紙１ 
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（議員定数） 

第５条 （略） 

（議員定数） 

第８条 （略） 

（議会の活動原則） 

第６条 議会は、次に掲げる原則に

基づき活動しなければならない。 

（１）～（５） （略） 

（議会の活動原則） 

第４条 議会は、次に掲げる原則に基

づき活動しなければならない。 

（１）～（５） （略） 

（６）ジェンダー平等をはじめとした

人権尊重の理念にのっとり、多様

な議員が議会活動を行うために必

要な環境を整備するよう努めるこ

と。 

（委員会） 

第７条 （略） 

（委員会） 

第９条 （略） 

（災害時の対応） 

第８条 議会は、大規模災害が発生

し、市内全域に甚大な被害が起き

たとき又はそのおそれがあるとき

は、的確かつ迅速な対応を図り、

市民生活の安定及び維持に努めな

ければならない。 

２ 大規模災害時における議会の機

能維持に関し必要な事項は、別に

定める。 

（災害時等の対応） 

第 10 条 議会は、災害の発生、感染

症のまん延等により不測の事態が起

きたとき又はそのおそれがあるとき

は、市長等と協力し、市民生活の安

定及び維持に努めなければならな

い。 

２ 災害等による不測の事態が生じた

際における議会の機能維持に関し必

要な事項は、別に定める。 

（議員の活動原則） 

第９条 議員は、次に掲げる原則に

基づき活動しなければならない。 

 (１)  （略） 

 (２) 議案に対する議決への参加の

みならず、本市の政策を自ら策

定するため、議案を提出するこ

とを議員の重要な役割と捉え、

積極的な調査研究その他の活動

を通じて市民の福祉と生活の向

上に貢献すること。 

 (３)  （略） 

（議員の活動原則） 

第５条 議員は、次に掲げる原則に基

づき活動しなければならない。 

 (１)  （略） 

 (２) 議案に対する議決への参加のみ

ならず、本市の政策を策定するた

めに議案を提出することが議員に

与えられた権限であることに鑑

み、積極的な調査研究その他の活

動を通じて、これを適切に行使す

ること。 

 (３)  （略） 

1021481
ハイライト表示
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（会派） 

第 10 条 議員は、議会活動を行うた

め、会派を結成することができ

る。 

２ 会派は、政策を中心とした同一

の理念を共有する議員で構成し、

活動する。 

３ 会派は、政策立案、政策決定、

政策提言等に関し、必要に応じて

他の会派と合意形成に努めるもの

とする。 

（会派） 

第 11 条 議員は、議会活動を行うた

め、会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の

理念を共有する議員で構成し、活動

する。 

３ 会派は、政策立案、政策決定、政

策提言等に関し、必要に応じて他の

会派等と合意形成に努めるものとす

る。 

（議員の政治倫理） 

第 11 条 （略） 

（議員の政治倫理） 

第６条 （略） 

（情報の公開等） 

第 12 条  （略） 

２ 議会は、すべての会議を原則と

して公開するものとする。 

３ （略） 

４ （略） 

（情報の公開等） 

第 12 条 （略） 

２ 議会は、全ての会議を原則として

公開するものとする。 

３ （略） 

４ （略） 

（請願及び陳情） 

第 13 条 議会は、請願及び陳情を市

民による政策提案と位置付け、真

摯に取り扱うものとする。この場

合において、請願者若しくは陳情

者の求めに応じて、又は議会自

ら、請願者又は陳情者が説明や意

見陳述を行う場を設けることがで

きる。 

２ （略） 

（請願及び陳情） 

第 13 条 議会は、請願及び陳情を市

民による政策提言と位置付け、真摯

に取り扱うものとする。この場合に

おいて、請願者若しくは陳情者の求

めに応じて、又は議会自ら、請願者

又は陳情者が説明や意見陳述を行う

場を設けることができる。 

２ （略） 

（市民参加） 

第 14 条 議会は、市民との意見交換

の場を多様に設け、市民からの政

策提案の機会の拡大を図るものと

する。 

（市民参加） 

第 14 条 議会は、市民との意見交換

の場を多様に設け、市民からの政策

提言の機会の拡大を図るものとす

る。 

２ 議会は、市政に関する基本的な政

策等の策定に当たり、市民が意見を

提出する機会として、パブリック・
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コメント手続を有効に活用するもの

とする。 

３ パブリック・コメント手続の実施

に関し必要な事項は、別に定める。 

（議決事件の追加） 

第 20 条 議会は、議事機関としての

機能強化のため、法第 96 条第２項

の規定により積極的に議決事件の

追加を検討するものとする。 

２ （略） 

（議決事件の追加） 

第 20 条 議会は、議事機関としての

機能強化のため、法第 96 条第２項

の規定により必要に応じて議決事件

の追加を検討するものとする。 

２ （略） 

（調査研究機関の設置） 

第 23 条 議会は、市政の課題に関す

る調査又は検討のため必要がある

と認めるときは、議決により、専

門的知見を有する者で構成する調

査研究機関を設置することができ

る。 

２ 議会は、必要があると認めると

きは、前項の調査研究機関に議員

を構成員として加えることができ

る。 

３ 第１項の調査研究機関に関し必

要な事項は、議長が別に定める。 

（専門的知見の活用） 

第 23 条 議会は、市政の課題に関す

る調査又は検討のため必要があると

認めるときは、学識経験者等の専門

的知見を活用するものとする。 

 

２ （削除） 

 

 

３ （削除） 

（交流及び連携の推進） 

第 29 条 議会は、分権時代にふさわ

しい議会の在り方についての調査

研究等を行うため、他の自治体の

議会との交流及び連携を推進する

ものとする。 

（交流及び連携の推進） 

第 29 条 議会は、分権時代にふさわ

しい議会の在り方についての調査研

究等を行うため、他の自治体の議

会、学術研究機関等との交流及び連

携を推進するものとする。 

（議員報酬等） 

第 31 条 （略） 

２ 第５条第２項及び第３項の規定

は、議員報酬及び政務活動費に係

る条例改正議案の提出について準

用する。 

（議員報酬等） 

第 31 条 （略） 

２ 第８条第２項及び第３項の規定

は、議員報酬及び政務活動費に係る

条例改正議案の提出について準用す

る。 

（継続的な検討） 

第 34 条 議会は、この条例の施行

後、常に市民の意見、社会情勢の

（継続的な検証） 

第 34 条 議会は、一般選挙を経た任

期中に、市民の意見、社会情勢の変
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変化等を勘案して、必要があると

認めるときは、この条例の規定に

ついて検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものと

する。 

２ （略） 

化等を勘案し、この条例の目的が達

成されているか検証を行い、その結

果に基づいて、この条例の改正を含

め所要の措置を講ずるものとする。 

２ （略） 
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章立て改正案 

【現行】 【改正案】

 第1章　総則  第1章　総則

 第1条(目的)  第1条(目的)

 第2条(この条例の位置付け)  第2条(この条例の位置付け)

 第3条(議会及び議員の責務)  第2章　基本原則

 第4条(通年議会)  第3条(議会及び議員の責務)

 第5条(議員定数)  第4条(議会の活動原則)

 第2章　議会の活動原則  第5条(議員の活動原則)

 第6条(議会の活動原則)  第6条(議員の政治倫理)

 第7条(委員会)  第3章　議会運営等

 第8条(災害時の対応)  第7条(通年議会)

 第3章　議員の活動原則  第8条(議員定数)

 第9条(議員の活動原則)  第9条(委員会)

 第10条(会派)  第10条(災害時等の対応)

 第11条(議員の政治倫理)  第11条(会派)

 第4章　市民と議会の関係  第4章　市民と議会の関係

 第12条(情報の公開等)  第12条(情報の公開等)

 第13条(請願及び陳情)  第13条(請願及び陳情)

 第14条(市民参加)  第14条(市民参加)

 第15条(説明責任等)  第15条(説明責任等)

 第5章　議会と市長等との関係  第5章　議会と市長等との関係

 第16条(市長との関係)  第16条(市長との関係)

 第17条(一問一答方式等)  第17条(一問一答方式等)

 第18条(政策等の監視及び評価)  第18条(政策等の監視及び評価)

 第19条(議員の文書による質問)  第19条(議員の文書による質問)

 第6章　議会の機能強化  第6章　議会の機能強化及び議会改革の推進

 第20条(議決事件の追加)  第20条(議決事件の追加)

 第21条(議員相互の討議の推進)  第21条(議員相互の討議の推進)

 第22条(政策検討会議の設置)  第22条(政策検討会議の設置)

 第23条(調査研究機関の設置)  第23条(専門的知見の活用)

 第24条(議員研修)  第24条(議員研修)

 第25条(広報広聴会議の設置)  第25条(広報広聴会議の設置)

 第26条(予算の確保)  第26条(予算の確保)

 第27条(議員及び会派の積極的な政務活動)  第27条(議員及び会派の積極的な政務活動)

 第7章　議会改革の推進  第28条(検討会議等の設置)

 第28条(検討会議等の設置)  第29条(交流及び連携の推進)

 第29条(交流及び連携の推進)  第7章　議員の身分及び待遇

 第8章　議員の身分及び待遇  第30条(議員の身分及び待遇)

 第30条(議員の身分及び待遇)  第31条(議員報酬等)

 第31条(議員報酬等)  第8章　議会局等

 第9章　議会局等  第32条(議会局)

 第32条(議会局)  第33条(議会図書室)

 第33条(議会図書室)  第9章　継続的な検証

 第10章　継続的な検討  第34条(継続的な検証)

 第34条(継続的な検討)  
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議会基本条例の章立ての改正に伴うその他条例及び要綱の改正案 

【委員会条例】 

現行 改正案 

（常任委員会の委員の所属、定数

及び所管） 

第１条 （略） 

２ 横須賀市議会基本条例（平成

22 年横須賀市条例第 38 号。以下

「基本条例」という。）第７条

第２項に規定する常任委員会の

委員（以下「常任委員」とい

う。）の定数及び所管は、次の

とおりとする。この場合におい

て、前項ただし書の規定により

議長が常任委員にならないとき

は、当該常任委員会の定数は、

次に掲げる人数から１人を減じ

た人数とする。 

（以下略） 

（常任委員会の委員の所属、定数

及び所管） 

第１条  （略） 

２ 横須賀市議会基本条例（平成

22 年横須賀市条例第 38 号。以下

「基本条例」という。）第９条

第２項に規定する常任委員会の

委員（以下「常任委員」とい

う。）の定数及び所管は、次の

とおりとする。この場合におい

て、前項ただし書の規定により

議長が常任委員にならないとき

は、当該常任委員会の定数は、

次に掲げる人数から１人を減じ

た人数とする。 

（以下略） 

（議会運営委員会等の定数） 

第２条 基本条例第７条第２項に

規定する議会運営委員会の委員

（以下「議会運営委員」とい

う。）の定数は、10 人とする。  

２ 基本条例第７条第３項に規定

する特別委員会の委員（以下

「特別委員」という。）の定数

は、議会の議決により決定す

る。 

（議会運営委員会等の定数） 

第２条 基本条例第９条第２項に

規定する議会運営委員会の委員

（以下「議会運営委員」とい

う。）の定数は、10 人とする。  

２ 基本条例第９条第３項に規定

する特別委員会の委員（以下

「特別委員」という。）の定数

は、議会の議決により決定す

る。 

 



06-18-32  10 

 

【通年議会実施要綱】 

現行 改正案 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横須賀市議

会基本条例（平成 22 年横須賀市

条例第 38 号）第４条第１項の規

定により議会の定例会の回数を

年１回とし、その会期を通年と

して会議を実施することに関

し、必要な事項を定めるものと

する。  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横須賀市議

会基本条例（平成 22 年横須賀市

条例第 38 号）第７条第１項の規

定により議会の定例会の回数を

年１回とし、その会期を通年と

して会議を実施することに関

し、必要な事項を定めるものと

する。 

 

【予算決算常任委員会運営要綱】 

現行 改正案 

（分科会の設置等） 

第１条  （略） 

２ 予算決算常任委員会の委員

は、当該委員が所属する横須賀

市議会基本条例（平成 22 年横

須賀市条例第 38 号）第７条第

２項第１号から第４号までに規

定する常任委員会（以下「部門

別常任委員会」という。）及び

特別委員会に対応する分科会が

設置された場合は、当該委員会

に対応する分科会に、それぞれ

所属するものとする。  

（以下略） 

（分科会の設置等） 

第１条 （略） 

２ 予算決算常任委員会の委員

は、当該委員が所属する横須賀

市議会基本条例（平成 22 年横

須賀市条例第 38 号）第９条第

２項第１号から第４号までに規

定する常任委員会（以下「部門

別常任委員会」という。）及び

特別委員会に対応する分科会が

設置された場合は、当該委員会

に対応する分科会に、それぞれ

所属するものとする。  

（以下略） 

 

 


